
   いじめ防止対策推進法抜粋 

 

 （目的） 

第１条 この法律は，いじめが，いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を

著しく侵害し，その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与える

のみならず，その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるもの

であることに鑑み，児童等の尊厳を保持するため，いじめの防止等（いじめ

の防止，いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。）のための

対策に関し，基本理念を定め，国及び地方公共団体等の責務を明らかにし，

並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定

めるとともに，いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めること

により，いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを

目的とする。 

 

 （地方いじめ防止基本方針） 

第１２条 地方公共団体は，いじめ防止基本方針を参酌し，その地域の実情に

応じ，当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ

効果的に推進するための基本的な方針（以下「地方いじめ防止基本方針」と

いう。）を定めるよう努めるものとする。 

 

（いじめ問題対策連絡協議会） 

第１４条  地方公共団体は，いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を

図るため，条例の定めるところにより，学校，教育委員会，児童相談所，法

務局又は地方法務局，都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ

問題対策連絡協議会を置くことができる。 

 

（第２項省略） 

 

３  前２項の規定を踏まえ，教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑 

な連携の下に，地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等

のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは，教育委員会に

附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。 

資料 ４ 

 


